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第 4 章 労働保険事務組合について 
 

１ 労働保険事務組合とは 

労働保険への加入手続や雇用保険の被保険者に関する手続などの労働保険事務は、

専門担当者を置くことのできない中小零細事業主にとって、負担となっている場合が

少なくありません。 
そこで、厚生労働大臣から労働保険事務組合として認可された事業主の団体が、その

構成員である事業主等の委託を受け、事業主に代わって労働保険料の納付や労働保険

に係る各種届出等を行うことができる制度が設けられています。 
 

２ 労働保険事務組合に委託した場合のメリット 

（1）事業主自身の事務処理が軽減されます。 

（2）保険料の額にかかわらず、保険料を年間３回に分けて納付できます。 

（3）事業主及び家族従事者も労災保険に特別加入できます。 
 

３ 労働保険事務組合に委託することができる事業主は 

企業全体で常時使用する労働者数が、 

① 金融、保険、不動産、小売業・・・・・・・50 人以下 

② 卸売業、サービス業・・・・・・・・・・・100 人以下 

③ 上記①②以外の事業・・・・・・・・・・・300 人以下 

の事業主です。 
 

４ 労働保険事務組合に委託できる事務の範囲は 

（1）保険関係成立届・雇用保険の事業所設置届の提出などに関すること。 

（2）労働保険料などの申告・納付に関すること。 

（3）労災保険の特別加入申請、変更、脱退申請等に関すること。 

（4）雇用保険の事業所及び被保険者の届出に関すること。 

（5）その他労働保険の適用徴収についての申請・届出・報告などに関すること。 

なお、印紙保険料に関すること並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請

求、雇用安定事業・能力開発事業に関する手続については、労働保険事務組合が行う事

務から除かれています。 
 

５ 労働保険事務組合への委託料は 

それぞれの事務組合ごとに規約によって定められています。 
 

６ 労働保険事務組合への委託手続は 

労働保険の事務を委託しようとする事業主の方は、「労働保険事務等委託書」を労働

保険事務組合に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 


